
多くの事故は、「事故を想定していない」ことで発生します。

実際の事故を想定し、危険個所の確認・対策を実施して

いただき、ご安全に操業ください。 

【例①：破砕施設】 

産業廃棄物の処理施設における 

安全管理を徹底してください 
 産業廃棄物の処理施設においては、廃棄物の適正処理や、生活環境

の保全を図るための関係法令に基づく日常の運転管理及び保守管理に

併せ、事故の予防措置、事故発生時の緊急対応など、施設の安全な操

業（安全管理）に努めることが必要です。 

【例②：中和施設】 

【例③：ベルトコンベア（選別施設等）】 

  ＜制御盤＞ 

電源    緊急停止 
 

回転軸 

投入口（ホッパー） 

投入口への転落や、破砕刃へ

の巻き込まれの危険性はない

ですか？ 

メンテナンス時に誤っ

て電源が入る危険性

はないですか？ 

転落の危険性はないです

か？ 

薬傷の危険

性はないです

か？ 

※ここに示したポイントは、ほんの一例です。実際の施設、状況に応じて、 

  危険個所を見直し、対策を検討してください。 

安全管理のポイント

回転部への巻き込まれ、挟ま

れの危険性はないですか？ 

薬品 

タンク 

保護具 



廃棄物の処理施設に係る社内安全管理体制のセルフチェック等にご活用ください。

◆作業者について

◆作業方法について

◆管理体制について

＜作成＞　愛知県環境部資源循環推進課廃棄物監視指導室監視グループ
　 〒４６０－８５０１　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

ＴＥＬ　   ：　０５２－９５４－６２３８　（ダイヤルイン）

ＦＡＸ  　 ：　０５２－９５３－７７７６

Ｅ－mail ：　junkan@pref.aichi.lg.jp 平成３０年２月

※労働災害（業務上過失致死傷）等により役員が禁錮刑以上に処せられた場合には、産業廃棄物処理業
　 の欠格要件に該当し、業許可が取り消されることになります。

チェック内容 チェック欄

転落、巻き込まれ等が起こり得る不安定な作業を
行っていないか？

危険個所は、二重、三重の確認が行われているか?

常に連絡できる状態で作業をしているか？（１人で
危険作業をしていないか？）

チェック内容 チェック欄

施設等の危険個所は、作業者に明確に周知されて
いるか？

作業手順書等に、安全に関する内容が適正に定め
られ、しっかり運用されているか？

作業者に対して、施設の構造や安全管理について、
必要な知識等を伝える仕組みがあるか？

作業に係る安全管理の体制は明確か？（監督者・
責任者、緊急連絡体制等）

作業前に、作業の危険個所及びその対策について
確認し、関係者間で共有できているか？

ヘルメット、安全靴等の保護具を着用しているか？

安全管理のためのチェックリスト

チェック内容 チェック欄

作業内容や施設の構造、危険個所等について、十
分な知識を持っているか？

意識のゆるみ、過信等はないか？


